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1 防災対策部の組織機構について
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2 平成27年度防災対策部予算について

平成 27年度の防災対策部予算額は 20億 8' 5 5 5万 3千円で、平成 26年度当初
予算額と比較し、 12億 5, 1 0 8万6千円の減となっています。

増減の主なものは、北勢広域防災拠点の造成工事の実施による増 【防災拠点施設整備
事業費） 、防災ヘリコプター 「みえ」の定期点検費用の減 【防災ヘリコプター運航管理
費］、消防救急デジタル無線整備工事の終了による減 【消防費】です。

単位：千円

【危機管理推進事業費】 2,004 I ~干し.~I一三 86.9% 

【防災総務費】

【防災対策費】 93,494 90,510 

1竺竺i
90,448 

391 ム2751 98.2% 14,9041 14,629 

62 ~ 2,984 96.8% 

【地震対策費】 383,695 307,612 307,481 1311 ム76,083 80.2% 

【防災拠点施段整備事業費】 38,578 399,956 

【防災行政無線管理費】 226,600 228,587 
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1,987 I 100.9% 

【防災行政無線整備事業費】 15,093 18,318 1,318 17,000 3,225 121.4% 

【防災へリコプト運航管理費】 409,880 231,578 189,578 42,0001 ム 178,302 56.5% 
………・…一一一 一 ........ … ー 一一 …， 日一寸

10,729 729 10,000 10,729 皆増【防災へリコ7•t;－更新事業費】 0 
一 一 一一

【国民保纏費】 743 2,124 668 1,456 1,381 285.9% 

1,727,057 1,848,256 1,329,5121 518,744 121,199 107.0%1 

【消防費】 1,405, 101 36,334 36,334 

46，~：叫9叫11 /':;,. 1 3企：：：：

2.6弘
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【予防費】 38,544 38,133 ム8,246 98.9% 

【消防学校費】 136,929 136,329 136,141 99.6% 

消防指導費計 1,580,574 210,796 164,2291 46,5671ム1,369,7781 13.3% 

【高庄ガス費】 24,837 22,963 

－－~~i日日；：.• ..『町村 一…一一一一一 一一一・司aM ……..... 

【銃砲火薬類取締費】 991 778 
・唱 唱ド ．咽h ..回開聞’－－噌園『F””E園田E・E・－トーー一一一一ーーー”ー ・

【電気関係取締費】 1,176 1,019 ~7，先
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3 三重県の地震・津波対策及び風水害等対策について

1 三重県新地震＝津波対策行動計画の実践について

東日本大震災の発生を受けて平成 23年度に策定した「三重県緊急地震対策行動

計画」を引き継ぐとともに、国の防災基本計画の大幅修正等を受けて抜本的な見直

しを行った「三重県地域防災計画（地震・津波対策編）Jに基づく県の実施計爾とし

て、平成 26年3月、「三重県新地震・津波対策行動計酒」を策定・公表しました。

平成 27年度は本計画の 5ヶ年の取組期間の中間年にあたり、現在、関係部局が

その着実な実践に取り組んでいるところです。

この計画については、毎年、関係、部局から取組状況の報告を受け、進捗管理を行

うこととしており、現在、平成 26年度の実績の把握と検証を進めています。

なお、防災対策部として本計闘に基づき、平成 27年度に注力すべき事業として

は、「三重県復興指針（仮称）Jの策定、災害対策本部における初動期の機能・体制

の見直し、「三重県業務継続計画（B CP）」の策定、災害時の緊急物資等における

備蓄のあり方検討、「海底地震観測網（DONE T）」の活用検討、「防災情報プラ

ットフォームj の構築にかかる基本計画の策定などが挙げられます。

また、本計画において新たな課題として取り上げた「県北部の海抜ゼロメートル

地帯の防災・減災対策」については、桑名市及び木曽岬町とともに立ち上げた「県

北部ゼロメートル地帯対策協議会Jにおいて具体的な対策を検討しているところで

あり、平成 26年度は、両市町の津波避難施設の整備等を支援するための補助制度

の検討を進め、新たに「県北部海抜ゼロメートル地帯避難対策補助金Jを創設しま

した。平成 27年度は、風水害による高潮対策も視野に入れた、県境をもまたぐ広

域避難対策のあり方について検討を進めることとしています。

2 三重県新風水害対策行動計画の実践について

「三重県地域防災計画（地震・津波対策編）Jに続き、抜本的な見直しを行った「三

重県地域防災計画（風水害等対策編）Jに基づく県の実施計画として、平成 27年3

月、「三重県新風水害対策行動計画Jを策定・公表し、ホームページで公開すると

ともに、関係機関・団体等への冊子の配布を行いました。引き続き関係機関等の協

力を得ながら計画の広報に努め、「三重県新地震・津波対策行動計画j とともに、

さらなる周知を図ることとしています。

本計画の策定にあたっては、「平成 23年紀伊半島大水害Jや「平成 26年8月豪

雨Jを始めとする近年の風水害事例を検証し、風水害を“発生から発災までのリー

ドタイムの有無”を基準として、「時間的余裕のあるもの」と「時間的余裕のない

ものJに大別して課題の整理をしました。

その上で、例えば、台風などの「待問的余裕のあるものJについては、公助主体

の観点から「三重県版タイムライン（仮称）Jの策定など、局地的大雨などの「時間

的余裕のないものJについては、自助・共助主体の観点から「消防固と自主防災組

織の連携強化Jに向けた様々な取組などを掲げ、合わせて 151の行動項目に整理し
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たところです。

本計画の計i画期間は、平成 27年度から平成 29年度までの3ヶ年で、毎年、関係

部局から取組状況の報告を受け、進捗管理を行うこととしています。

「三重県新地震・津波対策行動計画」及び「三重県新風水害対策行動計画」の進

捗管理を一体的に進め、総合的な防災・減災対策を推進することで、「防災の日常

化Jの定着を図っていきます。
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4 三重県復興指針（仮称）について

1 趣旨

南海トラフ地震により想定される甚大な被害からの早期復興を図るため、 「大

規模災害からの復興に関する法律Jに基づく「三重県復興方針（仮称） J、及び

「三重県復興計画（仮称）」を、震災後、速やかに策定できるよう、同方針や同

計画への記載項目や内容等について整理を行い、 「三重県復興指針（仮称） Jを

策定します。

2 碁本的な考え方について

( 1 ）「三重県新地震・津波対策行動計画j において、「事前復興Jには、「復興対

策の手順の明確化、復興に関する基礎デ｝タの収集・確認などを事前に進めて

おく Jというソフト的な意味合いと、「災害が発生した際のことを想定し、被

害の最小化につながる都市計画やまちづくりを推進する」としサハード的な意

味合いの、ニ通りの定義があると述べました。「三重県復興指針（仮称）Jは、

このうち前者の定義に基づくものです。

( 2）ソフト対策としての「事前復興Jの取組が重要となる背景として、東日本大

震災の被災地では、懸命の努力にもかかわらず、思うように復興が進まないこ

とによって、従前からの人間関係、が希薄化し、地域のコミュニティが破壊され

てしまった等の厳しい現実に直面しているという実情があります。

そこで、「三重県復興指針（仮称）Jでは、被災直後には忘れられがちになる

ものの、本来、震災復興における最大の課題とも言える「地域コミュニティの

再生Jを基本理念として掲げ、これを念頭に置いた復興対策を求める指針とし

ます。

( 3）三重県がこの指針を必要とするときは、 10年あるいは 20年以上先になるこ

とも想定されます。被災からの長い年月の経過により、震災復興の教訓につい

ても、徐々に風化していく懸念があることから、来るべき時に備えて、今の記

録や生の声を残すことに重きを置き、「事実j に基づいた指針とします。

具体的には、被災自治体がこれまで現場で取り組んできた、現実の復興対策

を押さえた上で、「三重県新地震・津波対策行動計画」及び「三重県新風水害

対策行動計画Jに倣い、必要に応じて、復興対策に取り組んでいる職員等への

インタビュー記事などを掲載する方針です。

(4）東日本大震災による被災自治体の復興過程をふまえ、大規模災害が発生した

際は、三重県においても、「復興方針」の策定にとどまらず、「復興計画Jも策

定することになるという前提のもと、これにも対応した指針とします。
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( 5 ）阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震など、既に被災自治

体が復興を終えた災害にも着目し、これら自治体の復興過程における反省や教

司｜｜、復興後に明らかになった課題等についても盛り込んだ指針とします。

( 6 ）市町が大規模災害からの復興過程をイメージできるようにするなど、市町に

おける「復興計画」の策定に資する指針とします。

3 東日本大震災による被災自治体（県）の復興方針等の策定状況について

岩手県 宮城県 福島県

復興方針 東日本大震災津波からの 宮城県震災復興基本方針 福島県復興ピジョン

復興に向けた基本方針 (H23. 4. 11) （百23.8. 11) 

(H23. 4. 11) 

復興計画 岩手県東日本大震災津波 宮城県震災復興計画 福島県復興計画

復興計画（ 8年間） (10年間） (10年間）

(H23. 8) (H23. 10) （第1次 H23.12) 
’F百四，－－－－－－－－－－－ーーーー・．回目－－“凶ー－----. 

岩手県東日本大震災津波 宮城の将来ビジョン・震 （第2次 H24.12) 

復興計画（実施計画） 災復興実施計画 ※第2次l士、第1次の

（第1期（3年間） : H23. 8) （復旧期（3年間） :H24. 3) 
時点修正

（第2期（3年間） : H26. 3) （再生期（4年間） : H26. 3) 

※被災自治体のうち、岩手県と宮城県では、震災 1か月後に、「復興方針Jを公表してい

ます。

※「大規模災害からの復興に関する法律jの規定では、県に策定が求められるのは「復興

方針Jであるものの、被災自治体では、「復興計画j を策定し、県自らも具体的な対策

に取り組んでいます。

4 今後の進め方について

東日本大震災による被災自治体の取組状況調査の実施、有識者からの意見聴取

などを進め、関係部局と連携して策定に取り組み、進捗状況を議会や市町に報告

しながら、平成27年度末の公表をめざしていきます。
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【参考］

大規模災害からの復興に関する法律（平成 25年 6月施行）

（復興基本方針）

第八条 些宜i主主ー特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災

害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、第三条

の基本理念にのっとり、復興基本方針を定めなければならない。

（都道府県復興方針）

第九条 特定大規模災筈を受けた都道府県の知事は、復興基本方針に郎して、

当該都道府県の区域に係る当該特定大規模災害からの復興のための施策

に関する方針（以下「都道府県復興方針」という。）を定めることができ

主ι

2 都道府県復興方針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

特定大規模災害からの復興の目標に関する事項

一 特定大規模災害からの復興のために当該都道府県が実施すべき施

策に関する方針

一 当該都道府県における人口の現状及び将来の見通し、土地利用の基

本的方向その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本とな

るべき事項

四 前三号に掲げるもののほか、特定大規模災害からの復興に関し必要

な事項

（復興計画）

第十条次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域をその区域とする市

E笠i主主ー復興基本方針及び当該都道府県復興方針に即して、内閣府令で

定めるところにより、単独で又は特定被災都道府県と共同して、護里宣士

画を作成することができるn

7 



8 



5 防災情報の提供と防災通信ネットワークについて

1 防災情報の提供

( 1 ）概 要

県では、災害情報等を収集し、提供する仕組みである「防災情報提供プラット

フォーム」を平成 15年度から運用しています。

防災情報提供プラットフォームは、①「防災みえ jp」ホームページ ②「防

災みえ jpj 防災情報メール配信サービス ③市町等から被害情報等を収集する

防災情報システム で構成しています。

① 「防災みえ.j p」ホームページ

県が収集した気象情報や災害情報、 ライフライン情報等の防災 ・災害に関

する情報をリアルタイムで県民等に提供するシステムです。

また、防災に関する各種資料等も提供しています。

なお、これらの情報は携帯電話用サイトでも提供しています。

②「防災みえ jpj 防災情報メール配信サービス

登録者に電子メールで気象情報、 地震 ・津波情報等の情報提供を行うシス

テムです。

平成 25年度には環境生活部大気 ・水環境課と協力して「PM2.5注意喚起情

報」の配信を開始しました。

登録者数は平成 27年 3月末現在で、約4万 2千9百人です。

③防災情報システム

災害対策本部の設置時に、関係市町等から被害情報や避難情報を収集し、

共有するシステムです。

平成 27年 6月 l日からは、防災情報システムに入力された市町の避難に関

する情報について、 Lアラートに提供を開始する予定です。

f防災

県

災害情報

市

気象情報

報、月1¢印
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( 2）今後の取組

県民の皆様が身を守るために必要な情報をわかりやすく提供できるように、情

報の内容や提供方法について充実を図っていきます。

メール配信サービスについては、配信内容や利胤方法等について時期をとらえ

た周知・啓発を行うことにより登録を促進し、県民の迅速な防災対応に繋げてい

きます。

また、現在のシステムは保守対応が可能な期限が迫っていることから、 GISを

活用した新しい防災情報プラットフォームを構築するための基本計画の策定を

進め調達仕様書の作成を行います。

なお、平成 28年度にシステムを構築し、平成 29年度から運用を開始する予定

です。

2 防災通信ネットワーク

( 1 ）概 要

災害時に防災関係機関相互の通信を確保する「防災通信ネットワーク」は、①

地上系防災行政無線＠衛泉系防災行政無線③有線系通信 で構成し、県庁舎、

市町役場、消防本部、警察署、災害拠点病院、国等の関係機関に設置しています。

設置筒所数
機関名 設置機関数

地上系 衛星系 有線系

中継所 24 

県庁舎等 13 13 10 13 

端末局 107 126 52 78 

市町 29 49※ 29 49※ 

消防本部 15 15 15 15 

警察署関係 19 19 。
（ 

内 医療関係 16 16 4 。
~R 報道関係 3 3 。 。
） 

県地域機関、県関係 12 12 。 11 

国関係 8 7 3 2 

ライフライン 5 5 。 。
合計 120 163 62 90 

※ 市町の地上系の設置箇所数が設置機関数より多いのは、現在宅）市町村合併前の役場に設
置している所があるため

①地上系防災行政無線

山上等に設置した中継局を介して防災関係機関に設霞した回定局及び車等

の移動局の相互間で音声通信等を行う無線通信設備です。
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②衛星系防災行政無線

赤道と空の静止衛星を介して、防災関係機関や可搬型無線機の相互間で音声

通信、画像伝送等を行う通信設備です。

平成22年度から平成25年度にかけて高機能の次世代型設備への更新を行い、

現地からの映像伝道やテレビ会議等にも利用できるようになりました。

③有線系通信

インターネット等を利用して防災情報や画像情報など大容量のデータ通信

を行う通信設備です。

( 2 ）今後の取組

引き続き災害拠点病院に指定された済生会松阪総合病院及び名張市立病院に

地上系防災行政無線を順次整備していきます。

なお、今年度は済生会松阪総合病院に地上系防災行政無線設備を設置します。

また、防災ヘリコプターとの通信に使用している防災行政無線のデジタル化及

び新たにヘリコプターテレビ映像電送システムを整備するための設計を行って

います。

なお、平成 27年度から平成 28年度にかけて整備を行い、平成 29年度から運

用を開始する予定です。

（参考）

O市町の紡災行政無線

市町が整備している防災行政無線には、大きく 2種類あります。

一つは「同報系」で、各戸に受信機を設置したり、地区に屋外スピーカーを

設置するなどして、市町役場から地域住民に直接情報を放送するものです。

もう一つは「移動系」で、主として市町役場と支所、避難所などの連絡用と

して配備しているものです。

29市町単位のうち、 28市町が同報系無線※を、 29市田lが移動系無線を整備

しています。 ※ 間報系無線を未繋備の名張市は、コミュニティ FM般送にて対応

また、再整備に合わせてデジタル化を図っています。

1 1 



『三重県防災通信ネットワークj

暦～
芦別貴信健

~ 
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6 消防・保安行政の推進について

1 緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練・三重県総合防災訓練について

( 1 ）緊急消防援助隊ブロック合同訓練及び県総合防災訓練について

①緊急消防援助隊ブロック合同訓練は、緊急消防援助隊の技術及E漣携活動能力の向

上を目的に、複数の都道府県を単位とした合同訓練を毎年一回、全悶6ブロック（北

海道東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州）毎に実施されているものです。

木県は、中部ブロックと近畿ブロックの2つのブロックに参加しており、平成27
年度は、本県が中部ブロック（愛知県、岐阜県、三軍県、静岡県、福井県、石川県、

富山県）の開催県となっています。

②県総合防災訓練は、県民主体の防災対応（避難訓練、避難所運営訓練）、各関係機

関の連携強化、防災活動に関する技術の向上を呂的として、地域の特J性を生かしなが

らテーマを設定し、県民主体のより実践的な総合防災力強化のための実動訓練を行っ

ています。

③今年度は「平成 27年度緊急消防援助隊中古IIブロック合同訓練・三重県総合防災訓

練j として、向日に開催します。

(2）副臓の目的

①三重県内に大規模な地震が発生したことによる広域的な災害を想定し、これまで

の県総合防災訓練における3つのポイント、 I）地域の災害特性に応じたテーマ設定

による訓練、 2）関係機関との連携強化、 3）住民参加、を踏まえ訓練を実施します。

特に今回の訓練においては、平成27年度緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練

と同時開催することから、次項に掲げるとおり、救助関係機関との連携に重点をお

いて実施します。

② 緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練において、消防組i樹宏第44条及び45条の

規定に基づく緊急消防援助隊の出動体制、各部隊における活動技術の向上、自衛隊・

警察・海上保安庁・ DMAT・消防団等関係機関との連携活動の強化、三重県及び

被災市町における受援体制の確立を図ります。

( 3）訓練想定

「『養老桑名一四日市断層帯』を震源とする最大震度7の内陸型地震が発生し、こ

の地震の発生により北勢地域の複数市町が被災した。」との想定により、 liJI臓を実施し

ます。

(4）実施日

平成27年 10月23日（金） 8時30分から

平成27年 10月24日（土） 12時30分まで

(5）開催地域

桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、木曽岬町、菰野町

※主会場は長島運動公園（桑名市）
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2 消防団の充実・強化について

( 1 ）三重県の消防団の現状

消防団は、地域の防災力確保のために大きな役割を果たしていますが、全国で団員数

の減少、団員に占める被雇用者の増加、平均年齢の上昇が進む中、県内のj商i坊団の現状

は以下のとおりとなっています。

① 三重県内の消防団員数の推移（悶①）

団員数は、全国で年々減少が続いている中、県では平成21年を減少傾向のピーク

として、平成22年以降は増加の傾向にあり、平成27年4月i日現在の団員数は13,844 
人（速報値）となっていますが、平成 ll年 04,346人）に比べ、 502人の減少とな

っています。
※ 全国の消防団員数（平成26年4月！日現在） 864, 347人（平成11年比 90. 3%) 

②消防団員の被雇用者化（図②）

消防団員に占める被雇用者の割合が高い水準で推移していることから、消防団員を

雇用する事業所の消防団活動への理解と協力を得ることが不可欠となっています。
※ 三蒙県内の団員における被雇用者の割合（平成26年4月l日現在） 72. 4% 

③消防団員の高齢化（図③）

県内の消防団員の平均年齢は平成26年4月 l日現在40.4歳であり、平成 12年の

平均年齢が35.8歳であったので、 14年間で4.6歳高年齢化しています。
※ 全国平均年齢（平成26年4月i日現在） 39. 9歳

④ 女’性消防団員の増加（図④）

全国的に、女性消防団員は毎年増加を続けており、県内においても平成27年4月

！日現在、女性消紡団員数は475人（速報値）と、平成ll年と比較すると、約2倍
の増加となっています。なお、全消防団員に対する割合は3.4%となっています。
※全E裂の女性消防団員のjiilj合（平成26年4月！日現在） 2. 5% 

(2）今後の対応

消防団員の確保や消防団の活性化に、引き続き取り組むとともに、消防団の装備や団

員の教育訓練等の充実・強化を図っていきます。

①消防団員の入団促進、消防団活性化の耳R組
三重県消防協会と連携し、次の取組を進めていきます。

ア消防団入団促進キャンペーンの実施

消防団員の入団促進や消防団の活性化につながるよう、 2月に入団促進キャンペ

ーンを実施します。

イ 消防団協力事業F万に係る取組

被雇用者が入団しやすく、かっ消防団員として活動しやすい環境整備を進めるた

め、消防団協力事業所制度の活用を推進していきます。
※ 登録事業所数（平成27年4月旧現副 199事業所

ウ若年層への啓発活動

団員の高齢化に対応するため、県内の大学等へのポスター貼付等により、若年層

を対象とした啓発活動を推進します。

②消防団の充実強化

消防団の装備の充実とともに、消防学校と連携した消防団員の教育訓練等の充実強

化を図っていきます。

③若年層消防団員の確保のための仕組づくり

三重県消防協会の消防団活性化促進事業や市町と連携しながら、若手消防団員応援

制度など入団のメリットを提供できる仕組みの構築など、事業所の埋解・協力を得る

ことにより、被雇JfJ者が入団しやすい環境づ、くりに向けた検討を進めていきます。
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【消防団員数の推移）（図①）
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【消防団員平均年齢の推移】（図③ ）
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3 消防の広域化について

( 1 ）経緯

消防庁は、消防が持つ様々な課題に対応していくためには、消防の広域化が必要であ

るとし、平成 18年に消防車E織法の一部改正を行うとともに、基本t旨針を示しました。

これを受け、県は、平成 20年 3月に「三重県消防広域化十髄計画Jを策定し、県域1

ブロックを最終目標としながら、第一段階として、 Bブロックを平成24年度までの当面

の目標とし、第二段階を4ブロックとする段階的な広域化を進めることとしました。

全国的に広域化が進展しない中、平成 25年 4月に、地域の実情を考慮することや、

先行・重点化して取り組む地域を県が指定することなどを内容とした、消防庁の基本指

針の改正が行われ、広域化の期限が平成30年4月1日まで延長されました。

この基本指針の改正を受け、県は、平成 25年度に「三重県消防広域化推進計画jの

見直しを行い、平成 26年 3月に「三重県消防広域化推進計画（改訂版）」（以下「推進

計画（改訂版）」）を策定、公表しました。

(2）三重県消防広域化推進計画（改訂飯）の概要

推進計画（改訂版）では、地域の実情をふまえて、優先的に広域化に取り組む地域を

重点化するとともに、消防事務の全部を統合する前段階としての、通信指令業務等の個

別業務の共同処理（「機能別広域化J）を推進することとしています。

(3）今後の取組について

推進計画（改訂版）に従い、優先的に取り組む必要があるとした地域については、

あらかじめ関係市町の意向を踏まえたうえで、国・県の支援を集中的に実施する重点

地域の指定を行っていくこととします。

－ 市町や消防本部カミらの求めに応じて必要な誠整や先進事伊l等のきめ細かな情報提供、

啓発活動を行うとともに、地域の実情に応じた弾力的な財政支援措置を国に働きかけ

るなどに取り組んでいきます。

県独自の支援策として、描i主計画（改訂版）に従い見直しを行った消防広域化推進

補助金を活用しながら、広域化の推進に取り組んでいきます。
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4 救急救命活動について

( 1 ）救急搬送の現状

平成26年中の県内における三重県内の救急出動件数は89,277件、搬送人員はお， 369

人で、前年に比べ出動件数は l,283件の減少（前年比 1.4%減）、搬滋人員は 1,690人

の減少（前年比2.0%減）となっており、減少率はいずれも全国最一高となっています（全

国は、批急出動件数 1.2%嶋、搬j差人員 l1%増）（関⑤）。

ただし、平成 25年（増加率全国第1位）は、神宮式年選宮関連行事での熱中症によ

る救急出動件数の増加など、の特殊要因があったと考えられることから、依然、増加傾向

にあるものと考えています。また、平成 25年中の現場到着時間の平均は 8.1分（前年

8. 4分）、病院収容時間の平均は38.4分（前年38.0分）となっており、現場到着時間は、

わずかながら改善いたしましたが、年々延長の傾向にあります（図⑥）。

(2）現状をふまえた今後の取組 ～救急救命活動の向上に向けた取組～

病院収容までに要する時間の延長に対応していくためには、病院前救護体制の充実・

強化が重姿であり、その際に救急救命士の果たす役害防t大きくなっています。

また、救急搬議における病院選定から医療機関における救急医療の提供までを円滑

に実施することの重要性が増しています。

これらのことをふまえ、次のとおり取組を進めていきます。

①救急救命士の養成

県内消防本部から派遣された消防職員が、高度の救急活動ができる紘急救命土と

して養成されるよう、l財団法人救急振興財団及び名古屋市救急救命研修所における

受講生の受入れ（年間30名前後）について調整や支援を行っていきます。

②救急救命士の資質の向上

現在、救急現場で活動している紘急救命士の資質の向上や処置拡大に対応するた

め以下のとおり耳疏Eを進めます。

消防学校と連携して、県内全域で質の担保されたj院急活動が実施できるよう救

急救命士をはじめ救急隊員を指導できる救急救命士（指導救命士）の養府間を

実施します。

処置拡大に対応するため、救急放命士が資格を取得するための講習を実施しま

す。

脳卒中や心筋梗塞等の観察及び処置、災害医療対応に関する標準化プログラム

を学習するためのセミナーを実施します。

③傷病者の搬送及び受入れの円滑化

傷病者の状況に応じた適切な医療が提供される医療機関への搬送及び受入れの

円滑化を図るため、三重県枕急、搬i差・医療連携協議会のもとで、消防機関と医療機

関が連携し、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の適切な運用が図ら

れるよう努めていきます。

※病院前救護とは、傷病者が医療提供機関に搬入されるまでに、救急救命士等により
行われる4防L急救命処置のことを言います。
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【図⑤ ］
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5 消防救急無線のデジタル化について

( 1 ）消防救急無線（共通波）の整備

県が、三重県市町総合事務組合からの受託業務として、工事発注及び施工管理

を行ってきた「三重県消防救急デジタル無線（共通波）J整備（平成 24年度～平

成 26年度）は、平成 26年度末に完了しました。

平成 27年 4月からは、三重県市町総合事務組合が主体となり、消防救急無線（共

通波）の運営を行っています。

( 2）これまでの経緯

消防救急無線は、電波法に慕づく周波数割当計画の変更により、平成 28年 5
月 31日までにアナログ方式からデジタル方式へ移行（以下「デジタル化」）しな

ければなりません。

平成 18年度、県は、消防本部とともに、県域を一つのブロックとして消防救急

無線の広域化・共同化をめざす「デジタル広域化整備計画J（以下「整備計画」）

を策定し、消防救急無線のデジタル化に取り組むこととしました。

県は、消防本部とともに、整備計画にJ毒づき、県域 lブロックでの共同整備の

検討を行い、その結果、消防本部相互の応援活動に使用する消防救急無線（共通

波）のデジタル化については、県防災行政無線施設（無線回線、鉄塔、電源設備

等）を活用し、県域で整備を行うこととなりました。

このことを受け、県は、三重県市町総合事務組合からの受託業務として、消防

救急無線（共通波）の工事発注及び施工管理（平成 24年度～平成 26年度）を行

いました。

なお、消防救急無線（活動波）のデジタル化については、 119番の受付処理な

どを行う消防指令台との一体整備の必要性等の理由から、共同整備ではなく、各

消防本部が進めることとなりました。

( 3）今後の取組

消紡救急無線（共通波）の内滑な管理運営を実施するために設置された三重県

消防救急無線（共通波）運営連絡会に、県としてもオブザーバーとして参加する

など、運用面・技術面での助言等適切なフォローアップを行っていきます。

また、各消防本部が実施する消防救急無線（活動波）についても、平成 28年

5月の期限内にデジタル化が完了するよう、技術的なサポート等を含め、引き続

き消防本部への支援や調整を図っていきます。

※ 消防救急無線デジタル化の事業及び今後の維持管理を行うため、三重県白治会館組合と三
重県市町職員退職手当組合とが統合され、平成24年5月l日に三重県市町総合事務組合が設
立されました。

※ 消防救急デジタル無線の種類について

名称 言見 明

統制波
異なる都道府県に属する消防機関（緊急消防援助隊）相互の応援
活動に使用される全国共通の周波数、防災ヘリコプタ一裕裁

共通波
県内の消紡本部相互の応援活動を行う場合に使用される県内共

主運用j皮
通の周波数、防災ヘリコプター搭載

活動波
消防本部等がそれぞれの消防・救急業務の管轄区域において、 j苦

動を行うために使用する周波数
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6 高圧ガス事業所等の予防箇保安対策について

( 1 ）概要

高圧ガス、 LPガス及び火薬類を取り扱う施設並びに電気工事業者等に対する規

制を適切に実施することにより、事故防止、保安の確保を図っています。

なお、石油タンク等の危！食物施設については、消防法に基づき各消防本部が規制・

指導を行っています。

① 高圧ガス”し Pガス関係

高圧ガス保安法に基づき、高圧ガス事業所等の完成検査、保安検査及び立入検

査等を実施し、保安の確保に努めています。

また、液化石i由ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づき、一

般消費者等に対する LPガス販売事業等に関して、立入検査等を実施し、保安の

確保に努めています。

（平成27年3月31日現在）

・高圧ガス関係事業所数（製造所、貯蔵所等）

当該事業所に対する完成検査及び保安検査並びに立入検査件数

・LPガス販売所数

796 

455 

463 

472 当該販売所に対する立入検査件数

② 火薬類関係

火薬類取締法に基づき、火薬類を取り扱う関係、事業所に対し、火薬庫等の完成

検査、保安検査及び立入検査等を実施し、火薬類の保安の確保に努めています。

（平成27年 3月31日現在）

・火薬類取扱事業所数（煙火製造所、火薬庫、販売所）

当該事業所に対する完成検査及び保安検査並びに立入検査件数

114 

96 

③ 電気関係

電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、電気工事業の登録並びに事

業者の事務所等への立入検査等を実施し、電気工事の欠陥等による事故の発生防

止・拡大防止に努めています。

・電気工事業関係事業所数

当該事業所に対する立入検査及び現地調査件数

2 1 

（平成27年3月31日現在）

1 768 
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④ 消防関係

消防法に基づき、危理主物取扱者及び消防設備土免状所持者に対する保安講習を

実施し、危険物や消防用設備の不備等による事故の発生及び被害の拡大防止に努

めています。

（平成27年3月 31日現在）

・危検物取扱者保安講習 20回実施 ••• 3, 774名受講

・消防設備等のヱ事又は整備に関する講習 9回実施 1, 017名受講

(2）コンブライアンス確保への取組

平成 20年度に大手企業において高圧ガス保安法に係る法令違反が相次いで判明し

たことから、平成 21年度よりコンブライアンス推進事業を実施し、高圧ガス関係業

者等に対し、コンブライアンス研修会、保安対策講演会等を実施しコンブライアンス

の徹底を図っています。

．コンブライアンス研修平成27年3月泥沼、 19日 （津市、四日市市）

高圧ガス関係の許認可手続き及び施設管理の留意点等について、関係法令に基づく講

義を実施

．保安対策セミナー平成26年 7Fl 23 B （四日市市）

「最近の重大事故とリスクアセスメントJについて講演会を実施

．保安対策講演会平成26年10月29日（津市）

『高圧ガス事業所等における地震津波対策についてJ講演会を実施

・ハザード低減体験研修平成26年9月17目、 18目、 24日（四日市市）

高圧ガスや可燃物の危険性の理解のため、火災＝爆発等の模擬実験体験研修を実施

(3）今後の取組

昨年度に引き続き、保安検査や立入検査並びにコンブライアンス研修や保安対策

講習等を実施し、関係、事業所等に対する保安の確保を図っていきます。

これら講習等において、非定常作業時の安全確保に資する内容も取り上げ、事故

の未然防止に努めていきます。
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7 石油コンビナートの防災対策について

1 石油コンビナート地織における防災対策の概要

全国の石油コンビナート地域は、 33道府県に 85地域（特別防災区域）が指定さ

れており、規制を受ける事業所（特定事業所） は697となっています。

三重県では、四日市臨海地区及び尾鷲地区の 2区域が指定され、規制を受ける事

業所は、 35（四日市 34、尾鷲 l) となっています。

石油コンビナート地域では、 危険物、高圧ガス等の可燃性物質が大量に集積して

いるため、危険物施設に対する消防法、高圧ガス施設に対する高圧ガス保安法等、

個別の保安関係諸法による規制に加え、石油コンビナート等災害防止法に基づく各

施設の面積や配置、防災施設や資機材の設置や配備、自衛防災組織の設置等が定め

られるなど、災害発生時における被害の拡大防止に向けた総合的な対策をとってい

ます。 し

県は、石油コンビナート等災害防止法に基づき、石油コンビナート等防災本部を

設置し、 コンビナート地域に係る防災計画を策定しています。また、 この計画に基

づく対策を推進するとともに、 関係市及びその他の防災関係機関が実施する事務や

業務の総合的な調整を行う こととなっています。

2 事故災害の現状と対策

平成 26年度における本県の石油コンビナー ト地域における火災等の事故発生件

数は 14件（全て四日市地区）で、大規模な事故や爆発事故は発生しなかったもの

の、例年と比べ火災、漏えいとも増加しました。

近年の事故原因は、腐食などの設備の維持管理上の問題や、人為的なミスによる

ものが多いため、ハー ド面の強化策として、事業所への立入検査により設備の維持

管理の徹底を指導するとともに、保安担当者の意識向上を図るため保安対策セミナ

ーなどを開催しソフト面の強化を図ってまいりました。

また、消防その他関係機関と連携して防災訓練の実施等により、事故の発生防止

や拡大防止を図っているところです。

特定事業所において発生した事故

16 

14 

12 

10 ・爆発

8 」 目 ロ漏えい

口火災
6 I I 

l門4 トー｜

2 トー｜

Q I I 

ロその他

H20年度 H21年皮 H 2 2年度 H23年度 目 24年度 H25年度 H26年度
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3 三重県石油コンビナー卜等防災計画の見直し

平成 26年度は、平成 25年度に実施した「石油コンビナート防災アセスメント」

結果を踏まえるとともに、昨年 l月の三菱マテリアル（株）四日市工場の爆発火災

事故をはじめ、近年、全｜主i的に死傷者を伴う重大事故が発生しており、その発生防

止を図るため、防災計画を大幅に見直しました。

0主な見直し項目

～防災アセスメントの反映～

① 災害想定の見直し

危険物タンク、高圧ガスタンク等潜在危険性のある施設について、平常時、地

震時、津波時に係る災害想定に、防災アセスメント結果を反映させました。

② 地震防災対策の強化

地震による災害の発生危険度を低減するため施設の安全性強化対策や事業所

の安全管理体制を強化するようにしました。

③ 津波浸水被害対策の追加

各事業所において、津波浸水図を基に、詳細な被害の様相を検討し浸水深や津

波到達時間に応じた対策を検討していくようにしました。

④ 大規模災害への対応し得る防災体制の整備

防災関係機関、特定事業者等が一体となって、災害の想定レベルに応じた防

災・減災体制の検討を進めていく必要があります。

＜特定事業者の体制強化＞

－事業所の態様に応じた大規模災筈の検討

－大規模災害が発生した場合の影響範囲及び対応の検討

－関係機関の情報収集・集約を円滑化するため、発災事業所に現地連絡室を設

置

＜紡災本部の体制強化＞

－現地連絡室に防災本部や市から職員を派遣し、現場の一次情報の共有

～重大事故の防止～

⑤ 重大事故の発生防止に向けた取組の強化

貯蔵・取扱いしている物質の性状、安全管理上の要件、当該施設の計測装置等

の特性、緊急停止の要領、異常時の危検認識や対応手！｜関等などの教育を実施し、

安全確保においての基礎的な取組みを徹底していく必要があります。

＜重大事故の発生防止＞

・リスクアセスメントの実施とその結果の作業標準等への反映

＜教育・訓練の充実＞

－協力会社も含めた安全管理教育の徹底

．非定常作業に係る教育・訓練の実施

・技術伝承ができる教育体系の整備
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⑥ 梼係機関の連携強化

園、県、市等の関係機関は、事故発生時の対応や葉大事故防止対策における連

携をより一層強化していく必要があります。

・防災関係機関の相互連携の明確化

～災害復旧～

⑦ コンビナート施設の災害復旧

大規模災害の発生時に、早期の復旧・復興に貢献するため、燃料やエネルギー

等を供給していく必要があります。

－石油製品の供給施設に係る優先的復旧体制構築の促進

4 コンビナー卜における保安人材の育成

昨年度発足した、関係省庁連絡会議の報告書の中で、『石油コンビナート等特別

防災区域内の特定事業所における事故件数は、平成6年から増加傾向にあり、近年

も依然高い水準にある。死傷者数についても増減はあるものの、近年も高い水準に

あり、これらの背景には、リスクアセスメントや人材育成・技術伝承等の問題があ

る。Jと分析しています。 昨年度のコンビナート紡災計画の修正においても、重

火事故の発生紡止のため、事業所内での従業員に対する「教育・訓練の充実」を図

るようしたところです。

このような中、コンビナート事業所における保安人材のよりレベルアップを図る

ため、毎年講演会形式で行っている『保安対策セミナー』を、『保安対策セミナー・

四日市産業安全塾』として、講演会と複数回の講座を合わせて行う予定です。

また、本年度から、コンビナート事業所における保安に関わる人材育成を行ってい

くこととして、今年度は教育プログラムの開発を行うこととしています。
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8 東日本大震災支援本部員会議について

1 本部員会議の運営

東日本大震災の発生を受け、県では平成 23年 3月 14日に「東日本大震

災支援本部」（本部長知事）を設置し、平成 26年度までに本部員会議を 19

回開催して、さまざまな支援を行ってきました。

平成 27年度は 4回の開催を予定しており、派遣職員の活動報告を通して

被災地の状況把握にも努め、引き続き全庁的な連携を図りながら支援・交

流を行っていきます。

2 平成 26年度の取締（主なもの）

川人的支援

0 県職員（派遣期満： 26.4. 1～27. 3. 31、（＊）のみ～26.9. 30) 

派遣先 業務内容 職種

用地業務 一般事務

農地・農業用施設等の災害復旧業務 農業土木

漁港・海岸施設等の災害復旧業務 総合土木

震城県
治山施設・林道の災害復旧業務 林業

道路・河川！等の災害復旧業務等 総合土木

災害復旧に伴う往宅等新築にかかる建築確認業
建築

務等

復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査業務（＊） 文化財

岩手県 換地業務 一般事務

福島県 観光業務 一般事務

計

※ 平成 25年度末までの派遣累計は、期間の長短合わせて 586名

0 警察官

派遣・出｜向先 業務内容 職種 人数 期間

人数

l名

l名

l名

l名

l名

l名

l名

l名

l名

9名

70名 H26.4. 15～H26. 5. I 

福島県 警察業務 機動隊 66名 H26. 6. 10～H26. 6. 26 

40名 H27.3.17～H27. 4. 2 

岩手県 警察業務 警察署 3名 H26. 4. 1～H27.3.3! 

計 179名

※ 平成 25年度末までの累計は、期間の長短合わせて［， 73 6名
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（参考）

職 種 延べ人数 備 考

市町職員 13名 平成 25年度末までの派遣累計は 730名

消防職員
平成 23年3月末までに救助活動・火災対応等のため

346名派遣

(2) 被災地への支援・交流

0 東日本大震災四周年追悼式の実施（防災対策部）

0 東日本大震災被災地派遣職員活動記録集の作成（防災対策部）

0 久慈市と県内のグトン・ツーリス）実践者等の相互交流（農林水産部）

0 各種イヘーント等で被災地の物産振興、観光 PR（農林水産部、雇用経済部）

0 「学校防災交流事業j と「I＼イスクづけミット ln東北」での中高生による

被災地との交流（教育委員会）

(3) 県内避難者への支援

0 避難者の総合相談窓口機能（防災対策部）

0 ホームヘ。｝γで生活関連情報の提供（防災対策部）

0 被災県、ポランティ7団体等からのお知らせを、市町を通じて避難者へ

配布（防災対策部）

0 避難者への住宅の提供（総務部・健康福祉部・県土整備部・教育委

員会・企業庁）

0 福島県が県内避難者向けに実施するトルボディカウンターによる内部被ば

く検査について、広報および検査場所を提供（健康福祉部）

0三重県総合博物館への招待状を配布（環境生活部）

3 平成 27年度の取組予定（主なもの）

(1) 人的支援（平成 27年 4月以降の派遣人数）。県職員（派遣期間： 27.4. 1～28.3.31) 

派遣先 業務内容 職種 人数

農地・農業用施設等の災害復旧業務 総合土木 l名

漁港・海岸施設等の災害復旧業務 総合土木 I名

宮城県 道路・河川等の災害復旧業務等 総合土木 l名

災害復旧に伴う住宅等新築にかかる建築
建築 l名

確認業務等

岩手県 水道施設復旧業務 電気 l名

福島県 観光業務 ‘般事務 l名

言！ 6名
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0 警察官

派遣・出向先 ｜業務内容

福島県警察 ｜警察業務

職種

機動隊

警察署

成
一
戸
川
一
同

期間

未定

27. 4. 1～28. 3. 31 

（参考） 市町職員

派遣先 延べ

県 市町村 人数
派遣元市町

石巻市 6名
桑名市、鈴鹿市（2名）、

宮城県
伊賀市、菰野町（2名）

山7C町 1名 津市

南二陸町 l名 鳥羽市

岩手県 陸前高田市 l名 松阪市

福島県
相馬市 2名 菰野町

新地町 l名 四日市市

12名

(2) 被災地向け支援・交流

0 東日本大震災五周年追悼式の実施（防災対策部）

0 東日本大震災被災地派遣職員活動記録集追補版の作成（防災対策部）

0 各種イヘ．ント等で被災地の物産振興、観光PR（農林水産部・雇用経済部）

0 久慈市とのゲトン・ツーリス．ムを通じた交流（農林水産部）

0 宮城県の中学生及び教職員を三重県に招く学校防求交流事業の実施

（教育委員会）

(3) 県内避難者向け支援

三重県への避難者数（平成 27年 4月末現在）

名
三重県内への避雛者数

600 

496 500 488 488 490 489 475 

512 
502 496 497 488 490 489 481 476 

500 

400 

300 

200 

100 

。
1 q 1211 12 1 a I 4 I 5 1 a ~ 1 I a I 9 11011111211 12 I 3 I 4 I 5 I a ~ 1 I a I 9 11011111211 12 I a I 4 I 5 I a ~ 1 1 a I 9 11011111211 I 2 I a 14 

※ピークは、平成 24年 11月末現布の 512名
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岩手県 宮城県 福島県 茨城県 その他 メ口入 言十

桑名flJ 。名 。名 14名 。名 3名 ！？名（7世帯）

四日市市 112名 17名 45名 54名 18名 246名（68世帯）

菰野町 。名 。名 ！名 。名 0 f, 1名（1世帯）

鈴鹿市 1名 13名 21名 。名 。名 35名 (14世帯）

亀山市 。名 4名 15名 。名 。名 19名（7世帯）

津市 。名 4名 43名 。名 6名 53名（19世帯）

松阪市 。名 2名 17名 。名 。名 19名（8世帯）

多気町 。名 。名 。名 4名 0 f, 4名（1世帯）

伊勢市 l名 6名 19名 。名 2名 28名（I l世帯）

鳥羽市 。名 l名 。名 。名 。名 l名（］世帯）

志摩市 l名 2名 。名 。名 0 f, 3名（2世帯）

南伊勢町 。名 l名 。名 2名 。名 3名（2世帯）

伊賀市 。名 3 f:i 3名 。名 。名 6名（3世帯）

名張市 。名 。名 6名 。名 2名 8名（4世帯）

尾鷲市 。名 。名 3名 。名 2名 5名（3世帯）

合計 11 5名 53名 187名 60名 33名 448名（ 151世帯）

0 避難者の総合相談窓口機能（防災対策部）

0 トムヘ。ーシーで生活関連情報の提供（防災対策部）

0 被災県、ポランティ7団体等からのお知らせを、市町を通じて避難者へ

配布（防災対策部）

0 避難者へ¢住宅の提供（総務部・健康福祉部・県土整備部・教育委員会・企

業庁）
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9 地域防災力の向上について

1 「三重県・三重大学みえ防災・減災センターj について

( 1 ）設立目的

三重県と国立大学法人三重大学は、平成26年4月1円に、「三重県・三

重大学みえ防災・減災センター設置に関する協定」を締結しました。

この協定に基づき、県と三重大学が相互に連携し、防災に関する人材育

成・活用、 地域 ・企業支援、情報収集・啓発、調査 ・研究等に取り組み、

三重県における地域防災力の向上に資することを目的に「三重県・ 三重大

学みえ防災・減災センター（以下 「センターJという。）Jを設置しました。

( 2）センターの組織と運営体制

センターには、センター長1名（三重大学の研究を担当する理事）と副セ

ンタ」長2名（県防災対策部長、 三重大学地域圏防災・減災研究センター長）

を置いています。また、センターの最高意思決定機関である運営委員会は、

県防災対策部長を委員長とし、計6名の委員で構成しています。

センタ一事務局は、事務局長 l名、災害対策コーディネーター 3名、専任

教員2名、事務補佐員4名の 10名に、三重県職員2名の駐在を加えた計 1

2名体制で事業を推進しています。

上記以外にも、数名の三重大学教員と三重県職員が併任としてセンタ一事

業に参画しています。

I 三重県 ・三重 大学 ii 

｜ みえ防災・減災センタ－ II 
I 運営委員会 II 

運 営隻員 長
三盤県防災5<!JM部長

劃室員長
三軍穴学理司E・副宇長 〈研究112当 〉

隻員
三蟹穴宅i"l也t質圏防災 ・減 災研究センター 長
三 盆県防!J.!剣鮪部次長
三蟹明~育祭員会’務局副重宝竃昼
三盆穴宅i"！也I賓圃防災 ・ 減災研究センタ－li~包ンタ－lii一回一一・ー ー・ • ，.＿一一

事業計画等の提案 1「 G意思決定

［ 三塁県三一

みえ防 災 ・ 減 災 セ ン タ ー
センター 長

三軍穴学理司E・副主i"&.（研 究 担当 〉

副センタ一長
三・回目隠!.U5<!J鏑部長
三軍大字t也型民自illlEi災 ・話E災研究センター長

［ 事 務局 ］ 
・罷惑調・

I也1~でj舌E醤
する防災人
初の湾成

・睡按嘘語圏
1也I艶支｝震、
企業支爆の
実施 ・後討

..,. 

・磁場裡・・
情報収集 ・
聖書発の実施

. '*aヨ

図l センター運営体制
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( 3 ）平成26年度の主な事業概要

① 人材育成・活用事業

ア 防災・減災に関する専門知識と実践力を身につけ、地域づくりに貢献

する人材を養成すること等を目的として、みえ防災さきもりコース、み

え防災コーディネーターコース、みえ防災聴講コースを開講しました0

・受講者数：みえ防災さきもりコース 受講者数： 17名

みえ防災聴講コース 受講者数： 17名

みえ防災コーディネーターコース 受講者数： 14名

イ 市町の防災担当職員を対象として、災害発生時の初動期における実践

的な知識、ノウハウ、スキルの習得の場を提供し、災害対応力の向上を

図ることを目的として、市町防災担当織員を対象とした防災講座（初動

期）を開講しました。

－受講者数：延べ 15 0名

( 2 3市町、 9地域防災総合事務所・地域活性化局）

ウ 災害時における率先避難や避難所運営の指導的立場になることが期

待される自主防災組織のリーダーの育成を目的として、特に、地域防災

の要となる自主防災組織等で活躍することができる女性を中心に、自主

防災組織リーダ一人材育成講座を開講しました。

. 3会場（四日市、津、伊勢）

・受講者数：延べ 10 1名（うち女性86名）

エ 「医療・看護」「保健・福祉・介護」「教育・保育」分野で活躍する、

専門職を持つ人材を対象として、それぞれの業務の中で防災の知識を活

用してもらうことを目的として、専門職防災研修を開講しました。

－受講者数： 55名（うち女性 52名）

オ みえ防災コーディネーターの新規育成を行いました。防災分野に女性

の視点を取り入れることと、県内の防災人材の女性比率を向上させるこ

とを目的として、女性限定で受講者を募集しました。

－修了者数： 31名

カ 児童生徒の防災意識や知識の向上を図るために体験型防災学習を指

導できる教職員を養成し、学校における体験架防災学習を推進すること

を目的として、体験型防災学習「防災タウンウォ、ソチング」指導者研修

会を実施しました。

. 5会場（伊賀市立上野西小学校、松阪市立第二小学校、熊野市立木本

小学校、四日市市立富田小学校、南伊勢町l［南島小学校）

・受講者数： 12 7名
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キ 県・市町・企業・地域等からの要請に合った人材情報を提供するこ

とにより、これらの防災活動の支援を図り、地域の防災力の向上に資

することを呂的として、防災・減災に関する知識や経験、技能を有す

るみえ防災コーディネーターを「みえ防災人材パンク」に登録する制

度を創設しました。

－登録者数： 11 2名

② 地域・企業支援事業

ア 地域や企業、市町の防災取組の支援を行うことで、地域紛災力の向

上を目的として、相談窓口を設置し、企業防災アドバイザ一等が電話

や直接の来訪等への対応を行いました。

・相談件数： 6 8件

（うち地域支援相談6件、企業支援相談21件、市町等支援相談24件、

その他 17件）

イ みえ企業等防災ネットワークの会員が、防災に関する知識の淘得や

会員相互の交流・相互理解・協力が円滑に進むよう事務局としてネッ

トワークの運営を支援しました。

－加入会員数： 23 1団体

－地域別企業防災研修： 4会場（四日市、津、松阪、鳥羽）

受講者数： 11 2名

－全体会の関係（津） 参加者数： 10 7名

ウ 独立行政法人海洋研究開発機構が熊野灘沖に設置している地震・津

波観視ljlfi被システム（DONE T）から得られる情報を利活用し、減

災に結びつけることを目的として、 DONE T研究会の運営を行いま

した。

－研究会開催： 2回

エ 「地域j と「学校Jの防災取り組みを結びつけることを目的として、

「Myまっぷラン」と「防災ノートJの連携について検討する協議の

場を、センターの中に設置しました。

・熊野市木本町で実施された地域のワークショップや、大紀町錦地区で

実施された防災訓練において、「学校Jにおける取組と「地域j の取

組の連携を図りました。

33 



③情報収集・啓発事業

ア 三重県内における防災 ・減災に関するさまさまな情報を、防災学習

や防災対策、防災研究に活用できる環境の整備を目的として、

「みえ防災・減災アーカイブJを構築しました。平成26年度は特に、

昭和東南海地震に関する情報に特化してアーカイブに掲載し、 一般に公

開しました。

－平成27年4月28日公開（http://midori.midimic.jp/)

。n mゐA・m・楓：u-nイプ ・ ヨ匡

+- C I暗 mldorl.m回lmlt.Jp

｜トッ7 脚馴削耐聞・岡 崎市制恥融 制抑制・削情恥 アーカイブ棚（工脚｝ ｜ 

J;)JJらせ

［障謹龍樹l
翠露『睡コ此也
みえ防災・減災アーカイプを11：式公開 町1拘ll91f.』I.Ml淘泊1:1体験談 ｛川lI 1li1li 

小ff仏11：さん）

属 、車
llll•M>lt•’‘島嶋’伽 ・6

+- Clf mod。e’.mldim，ιJp/lp 師、制

附手1119年点l判海地保体験談（四十｜市市小背
弘正さん）

図2 みえ防災 ・減災アーカイブ
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イ 平成26年度は昭和東南海地震の発生から 70年の節目の年であ

ることから、平成26年 12月6日（土）、津リージョンプラザお城

ホールにおいて、「昭和東南海 70年シンポジウム」を開催しました。

また、シンポジウムに合わせ、防災啓発のパネル展示、防災関係団体

の展示を行いました。

－参加者数：約48 0名

④ 調査・研究事業

DONE Tより得られる観測情報の効果的な活用方法の研究を含む「南

海トラフ地震に関する調査研究」、「嵐水害像の『見える化』に関する調査

研究」、「災害時要援護者支援に関する調盗研究」等、実践的なテーマを選

定し、研究を実施しました。

( 4）平成27年度の事業概要、取組方針

上記の平成26年度事業を継続し、より良い内谷にブ戸ラッシュアップする

とともに、 ド記のとおり新しい内容を取り入れた事業の展開を図ります。

① 消防団と白主防災組織の連携についての理解を深めることを目的とし

て、専門職紡災研修に、「消防団」分野を設けます。

② 自主防災組織リーダ一人材育成講座においても、消防団と自主防災組織

との連携をテーマとしたカリキュラムで実施します。

③ 県土整備部と連携して、「市町の都市計画関係職員向けの防災研修Jを

開講します。

④ みえ防災・減災アーカイブは、平成26年度は昭和東南海地震に特化し

て情報を収集しましたが、平成27年度は伊勢湾台風や紀伊半島大水害等

の風水害について、重点的に情報を収集します。

⑤ 東日本大震災から 5年の年を迎えることから、被災地支援の取組の一環

として、被災地のいち早い復興につながる内容の、「東日本大震災5年シ

ンポジウム（仮称）」を開催します。
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2地域防災力連携強化促進事業『～ちから・いのち・きずなプロジェク卜～J

について

( 1 ）事業の目的

激化する自然災害に緊急的に対応できる地域防災力を強化するため、その

中心となる「消防団」と「自主防災組織Jの充実強化を図り、この二つの組

織がまとまりをもって、災害対応に力を発倖するための人づくりの新たな仕

組みを構築することにより、地域の防災力の向上を図るため、以下の事業に

取り組みます。

( 2 ）取組概要

①消防団・自主防災組織活動実態調査

消防団及び自主防災組織に対し、アンケート調査を実施し、消紡団・

自主紡災組織における防災に関する知識やスキルの現状、消紡団と自主

紡災組織との連携の笑態、今後の連携に係る課題等を分析し、今後の取

組に反映させます。

② 「ちから・いのち・きずなプロジェクト」キックオフイベント（地域

妨災シンポジウム）

消防団幹部、自主防災組織リーダ一、市町消！坊団担当者、市岡］白主防

災fll.当者が、消紡団と自主防災組織の二つの組織が連携して地域防災に

取り組むことの重要性について共通認識を持ってもらえるよう、キック

オフイベントを開催します。

③ 自主防災組織アドバイザー養成講座（みえ防災・減災センター事業）

防災知識、技術の習得、消防団と白主防災組織の役割分担等について、

自主防災組織に対し、アドバイスができる消防団員を養成します。

④ 自主防災組織りーダー研修（みえ防災・滅災センタ一事業）

自主防災組織のリーダーとして必要な知識、技能を習得させるととも

に、その役割についての自覚を高め、自主防災組織の活性化のために活躍

できる人材の養成を図ります。

⑤消防団・自主防災組織連携実務研修

アドバイザー養成講座修了者と自主防災組織リーダー研修修了者が、

両組織の役割分担や課題などについて、意見交換や情報共有を行う場を

設けることで、今後の地域における連携活動につなげます。

⑥消紡団・自主防災組織連携実践モデル事業

アドバイザーが中心となり、地元の消防団と自主紡災組織が一緒にな

って、連携実務研修で実践したことを地域で実行に移し、災害時に相互

が補完し合いながら、隙間ない対応ができる体制を構築していきます。
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⑦ 自主防災活動活性化支援事業

活動の実態が無い自主防災組織について、 地元市町と連携しながら地

元に出向き、直接働きかけを行いながら、 自主防災活動への埋解を深め、

活動の活性化に繋げていきます。

⑧ 防災若手人材づくり

みえ防災・減災センター講座や県消防学校講習を活用して、防災に係

る専門的知識を習得する教育訓練を行います。

⑨ 若年層消防団員の確保のための仕組づくり

三重県消防協会の消防団活性化促進事業や市町と連携しながら、若手

消防団員応援制度など入団のメリットを提供できる仕組みの構築や事

業所の理解 ・協力を得ることにより、被雇用者が入団しやすい環境づく

りを進めます。

地域防災力連慢強化促進事業概要 ｜ 
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3津波避難に調する三重県モデル及び避難所運営マニュアル策定指針の水平

展開について

( 1 ）「津波避難に関する三重県モデル」について

東日本大震災における津波避難に関する課題を受け、津波避難を確実な

ものとするために、平成24年度に、住民一人ひとりの津波避難計画である

「Myまっぷラン」を活用した取組を中核とし、災害時要援護者の避難対

策の方向性や、自動車による避難、新たな津波避難施設・設備等について、

これからの三重県における津波避難の基本的な考え方を、 「津波避難に関

する三重県モデル」として取りまとめました。

平成 25年度からは、三重県モデルを活用した地域における津波避難計画

作成の取組を県内地域に水平展開するため、地域防災総合事務所・地域活性

化局と連携して、地域における実践的なワークショップなどへの実地支援や

市町への財政支援を行っているところです。

この結果、平成26年度は、熊野市の2地区で新たに取り組まれたほか、

鳥羽市でも取組が始まるなど、合わせて5市町16地区で取組が行われまし

た。また、市町独自の手法による津波避難計画の作成の取組も、 7市町41

地区で行われました。

( 2）「避難所運営マニュアル策定指針Jについて

東日本大震災における教訓を受け、平成24年度に、避難所運営に男女共

同参画や障がい者、外国人等への配慮の視点を取り入れるなどの改定を行

った「三重県避難所運営マニュアル作成指針j について、避難所単位の運

営マニュアルの作成を推進するため、三重県モデルの水平展開と同様に、

取組に対する実地支援を行った結果、平成26年度は、名張市内の4地区で

作成に取り組まれたほか、いなべ市や熊野市でも取り組まれるなど、合わ

せて7市町 17地区で取組が行われました。

( 3）今後の進め方について

平成 27年度においても、これら取組が市町や地域において広く展開され

るよう、引き続き、地域防災総合事務所・地域活性化局と連携して取り組

むとともに、新たな防災人材活用の仕紐みとして設けた「みえ防災人材パ

ンク」を用いて、みえ防災コーディネーターなどを地域の取組に積極的に

活用することで、県内各地域への水平展開を図ります。
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1 0 災害対応力の充実・強化について

発生が危倶される南海トラフ巨大地震や近年勢力を増す台風に備えるため、平成 23

年3月の東日本大震災及び同年 9月の紀伊半島大水害の教訓iを踏まえ、災害対策本部

の体制見煎しにより機能強化を図るとともに、実践的な防災訓練を実施し、その体制

の検証を行うことにより、災害発生時に迅速かつ的確な災害応急対応が実施できる体

制を整備します。

また、災害発生時の応援・受援のための広域連携の案要性が高まっていることから、

広域避難体制の整備を図るとともに、大規模災害に対する応急対策の活動拠点として、

広域防災拠点施設の整備を進めます。

さらに、運航開始から 22年を経過した防災ヘリコプターを、平成 28年度末までに

更新します。

1 三重県災害対策本部体制の機能強化

( 1 ）三重県災害対策本部体制

ア 災害対策本部（「参考 1J参照）

災害対策本部の組織体制について、危機管理統括監のもと全庁が一体的とな

って災害対策を行うことができるよう、平成 24年度から「災害対策統括部」を

設置することを中心とした見直しを行いました。

「災害対策統括部Jは、危機管理統括監を統括部長とし、統括部長の指示の

もと、発災直後の初動から応急、復旧期における本部長（知事）の意思決定を

支援するものとし、次のような組織体制としました。

（ア）災害対策統括部に、対応方針立案や関係部局との調整を行う「部隊Jを設

置

（イ）総括部隊に、各救助機関と総括部隊とのハブ機能を担う「救助班Jを設置

（ウ）総括部隊に、情報収集、市町支援等人的支援体制の確立を目的とした「派

遣班」を設置

（エ）臨機応変に対応検討等を行うための「災害対策統括会議」を設置

イ 地方災害対策部（地方部）（「参考2J参照）

災害対策本部の組織体制について、災害対策本部組織との整合性及び地域機

関の見直しを踏まえ、平成 24年度に次のとおり見直し、平成 25年度から新体

制での活動を実施しています。

（ア）地方統括部の創設（総括班の充実・強化）

（イ）派遣チームの創設

（ウ）地方部調整会議の創設
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（参考2）地方災害対策部（標準例）

県地方災害対策部組織図（標準例）※各地方部ごとの体制は、それぞれの地方部において定める。

県地方災害対策部

・・－盟－
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地方都鯛護会緩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1・・”・・・・・・・・・・－＿，・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

｜ 地方統括部 ｜ 各事務所等 ｜ 

0総括班 ・・ゆ
O地縁総合防災事務所等
O保税事務所
0保健所
O福祉事務所

※地方制l詞釜会諾構成員は、
O農林水産事務所

各災害担当室長
O建設事務所
0流様下水道事務所
O水道事務所
O発電所

Oその他の事務所

｜ 細 川 防災総合輔榊防災担当室長｝ ｜ 

L 【地方部派遣チーム】

市町IへJi¥ii＇＇し、 連絡ill!堂、情報収

集等在実施

0救緩物資JH
O被災者支緩班

｜連絡調登員の霊録 ｜連絡調整員の選任 I 
竺型的手員切手 I ｜地方統括部要員の登録・必要部署への配置 ｜ 

※平時業務と関連する災害対応のない事務所から、総括、救援物資対策、被災者支援対策等地方紙指業務を実施する職員を派遣する。

※平時関連業務（社会基盤対策、保健医療対策）を行う事務所は、連絡Wl整員を選任し、地方統指部との連絡調整を行う。

※地方統括部各班及ぴ各事務所等においてi普員等が必要な場合は、地方部長の権限で地方統括部要員の配置を調整する。
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( 2）災害時における積極的な職員派遣（f参考3J参照）

災害対策本部及び地方災害対策部組織体制の見直しとあわせて、災害時におけ

る職員派遺体制を整備したことから、派遣チームの研修を行い、台風襲米時など

必要な時に積極的に職員を派遣していきます。

また、実派遣及び図上訓練において、派遣班活動マニュアルの検証・見直しを

行います。

ア 緊急派遣チーム

災害が発生又は発生するおそれがある場合、災害対策本部総括部隊派遣班の

調整のもと、地方部支援または市町災害対策本部支援を行うために、災害対策

本部（本庁）から派遣します。

地方部派遣チーム

災害が発生又は発生するおそれがある場合、地方部「総括班」の調整のもと、

被災市町の情報収集等を行うために地方部から派遣します。

イ

（参考3）災害時における職員派遣のイメージ

市
町
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害
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策
本
部

イ地方部派遣チーム［情報収集

情報収集・伝達

協定に基づく要請

県
地
方
災
害
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策
部

緊急派遣チーム［地方部支援］

情報伝達・連絡調整

要請事頃の伝達・調終

県
災
害
対
策
本
部

職員派遣［行政支援］
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( 3）三重県災害対策本部設置の状況

平成 26年度は、災害対策本部を 16回設置し、災害対策活動を実施しました。

特に台風接近の際には、津地方気象台の協力を得て、台風の進路や降雨の見込

みについて各部や地方部、市町と情報を共有したほか、随時、災害対策統括会議

を開催し、緊急派遣チームの派遣を決定するなどの活動を行いました。

今年度は、 5月 12日の南部地域における暴風（台風第6吟）への対応として、

災害対策本部を設置し対応しました。

災害名 設置月日 主な被害 派遣状況

4月 29日から 30日にか 4月29B 河川12ヶ所、鉄道不通など

けての南部地域におけ

る大附

6月5日から 6日にかけ 6月5日 道路lヶ所、河川13ヶ所、

ての紀勢・東紀州地域に 鉄道不通など

おける大雨

6月 8日の伊賀地域にお 6月8日 被害なし

ける大｜手j

7月 9日の紀勢・東紀州 7月9日 鉄道不通

地域における大雨

7月10臼の県内全域にお 7月 10日 軽傷 1人、住家一部破損7 緊急派遣チ

ける大雨（台風第 8号） 棟、道路2ヵ所、河川 5ヶ ーム 7人
所、鉄道不通、停電など 地方部派遣

チーム 2人

8月9日から 11日にかけ 8月9日 重傷2人、軽傷 5人、住家 緊急派遣チ

ての県内全域における 半壊3棟、一部破損47棟、 一ム 9人

大雨（台風第 ll号） 床上浸水 48棟、床下浸水 地方部派遣

276棟、道路 108ヶ所、橋 チーム 32人

梁4ヶ所、河川 285ヶ所、

砂紡 5ヶ所、崖くずれ 43

ヶ所、鉄道不通、断水、停

電など

8月 12日の北部、中部地 8月 12B 被害なし

域における大雨

8月16日の北部地域にお 8月 16日 道路 lヶ所、河川I2ヶ所、

ける大雨 鉄道不通、停電など

8月17日の北部地域にお 8月 17日 崖くずれ lヶ所、鉄道不

ける大雨 通、停電

8月18日の中部地域にお 8月 18日 鉄道不通

ける大雨

8月 23日の北部、中部地 8月23日 鉄道不通、停電

j或における大雨
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9月4日の伊勢志摩地域 9月4日 被害なし

における大雨

9月4日の伊勢志摩地域 9月4日 被害なし

における大雨

（同一日に 2回目）

9月 6日の北中部、伊勢 9月6日 住家床下浸水 B棟、道路 l
志摩地域における大雨 ヶ所、河川r3ヶ所、鉄道不

通、断水、停電など

10月5日から 6日にかけ 10月5日 軽傷 l人、住家一部破損7緊急派遣チ

ての県内全域における 棟、道路 7ヶ所、橋梁 lーム 7人
大雨（台風第 18号） ヶ所、河川 21ヶ所、鉄道 地方部派遣

不通、停電など チーム 13人

10月13日から 14日にか 10月 13日 軽傷 2人、住家一部破損5 緊急派遣チ

けての県内全域におけ 棟、床下浸水 l棟、道路9 ーム 7人
る大雨（台風第 19号） ヶ所、河川 38ヶ所、砂防 地方部派遣

5ヶ所、崖くずれ lヶ所、 チーム 13人

鉄道不通、停電など

※ 台風接近の際には、東紀州地域の孤立を警戒し、大雨警報等が発表される前に、

災害対策本部から尾鷲・熊野地方部等に対する緊急派遣チームとして計 4回 30

人を、また各地方部から市町への派遣チームとして計 4回 60人を、それぞれ派

遣しました。

( 4）平成26年台風第 11号における諜題への対応

台風第 il号への対応について、市町等と連携して検証を行い、災害対応の体

制、避難勧告・指示の発令等、避難所の開設、住民への情報伝達等の課題が明ら

かになりました。その対応策について、県・市町が取り組む事項、国へ要望を行

う事項に分けて整理を行い、それぞれ改善に取り組んでいます。

検証を踏まえ、県では、毎年、出水期までに市町等防災対策会議を開催して、

県と市町の災害対応に向けた確認事項などについて共有を図ることとし、今年度

は、 5月 i日に開催したところです。
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2 防災訓練の実施

( 1 ）概要

東日本大震災及び紀伊半島大水害の教訓！を踏まえ、即応型のより実践的な訓練

を実施することにより、県民の防災活動に関する意識の高揚を図るとともに、市

町や防災関係機関と連携して、災害発生時に迅速かつ的確な災害応急対応が実施

できる体制を整備します。

( 2）平成27年度防災訓練の基本的な考え方

図上訓練や実動訓練等様々な訓練を行うことにより、災害対策本部活動、地域

防災計画などの検証および改善を行います。

図上訓練は、これまでの検証で明らかになった課題に対し、機能別訓練等で着

実に対応能力の向上を凶るとともに、コンビナート災害、国民保護などさまざま

な局耐を想定した訓練を行います。

実動訓練では、今年度は緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練と合わせた開催

となる総合防災訓練において、地域の災害特性を考慮しつつ、関係機関との連携

強化、住民参加を踏まえた訓練を行います。

( 3）主な訓練内容

ア 情報伝達訓練及び緊急地震速報訓練

三重県地域防災計画に基づき、職員一斉メールシステムを使った「三重県職

員情報伝達訓練Jを、年間を通して抜き打ちで実施し、非常時における県職員

の迅速な情報伝達について検証します。

また、緊急地震速報が流れたとき、職員が的確な行動を取れるとともに、 会

議や来客対応時でも来庁者の安全確保に的確な行動がとれるよう、緊急地震速

報訓練を実施します。

イ 緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練・三重県総合防災訓練（実動訓練）

「養老ー桑名 四日市断層帯」を震源とする内隠直下型地震の発生を想定し、

訓練の基本的な考え方を踏まえつつ、緊急消防援助隊の出動体勢、活動技術の向

上、防災関係機関との連携強化、県および市町の受援体制の確立等を図るために

実動訓練を行います。

日時： 10月23日（金） 8時30分から 10月 24日（土） 12時30分まで

地域：桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、木曽岬町、菰野町

※主会場は 24日（土） 8時30分から長島運動公園（桑名市）にて

ウ図上訓練

災害対策本部活動について、コンビナート災害、国民保護などさまざまな局

而を想定した訓練を行うことにより、対応能力の向上を図ります。
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エ他府県等と連携した訓練

近隣府県との災害応援協定等に基づき、災害時の連携強化を凶るため実施し

ます。

－自衛隊防災訓練（南海レスキュー27）への参加

7月8日（水）から7月12日（日）まで

・中部ブロック協議会広域連携防災訓練（実動訓練） 8月初日（日）頃

・近畿府県合同防災訓練（京都府） 10月18日（臼）頃

（近畿ブロック緊急消防援助隊合同訓練）

・中部ブロック協議会 政府緊急災害現地対策本部設営司l隅

－中部9県l市広域災害時等応援協議会 情報伝達訓練

・関凶広域応援訓練（図上訓練）

・4県（三重、和歌山、徳島、高知）共同津波避難訓練
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3 広域避難体制の整備

( 1 ）基本的な考え方

広域避難については、災害対策基本法に「広域一時滞在Jが規定されたものの

具体的な活動体制は未だ整備されていないことから、本県では、特に、津波の発

生や風水害により大規模な広域避難が実施される可能性のある海抜ゼロメートル

地帯を有する北勢地域を中心に検討に着手しています。

( 2 ）「県北部海抜ゼロメートル地帯対策協議会」の取組

海抜ゼロメートル地帯の広域避難対策については、県・桑名市・木曽岬町から

なる「県北部海抜ゼロメートル地帯対策協議会」において検討しています。

平成 26年度は、広域避難施設整備等に係る支援や河川堤防の耐震対策など国へ

の政策提言等を行う項目、津波避難施設整備等に対する支援や海岸堤防の耐震対

策など県が実施する項目、避難計酬の作成など市町が実施する項目に住分けるな

どの一定の整理を行い、政策提言活動において国に政策提言を行いました。加え

て、「県北部海抜ゼロメートル地骨子避難対策推進補助金jを創設し、両市町の津波

避難対策の取組を支援する仕組みを構築しました。

平成 26年 9月には、桑員 2市2田Iで締結している「危機発生時の相互応援に関

する協定」に基づき、桑員地区の広域避難に関する訓練を実施し、台風の接近時

における木曽岬町からの広域避難、現地調整所での避難者の受付、避難所の調整

等を行い、課題を整理しました。

また、海抜ゼロメートル地帯における多数の避難者の移送に対応するため、平

成 26年 10月、三重県パス協会と「災害時における緊急・救援輸廷に関する協定j

を締結しました。

今後は、関係市町が策定する予定の市町避難計画や、桑員地区の広域避難訓練

の結果等を踏まえ、広域避難が発生した場合のルールづくりを具体的に検討して

いくこととしています。

( 3 ）県境を越える広域避難

県境を越える広域避難については、三重県、愛知県、岐隣県、名古屋市からな

る「東海三県一市・木曽三川下流域等における紡災対策連絡会議」において検討

しており、平成27年3月には、大規模災害発生時に円滑に広域避難が行われるよう、

関係県市の基本的な役割や連絡手順等を整理した「東海三県一市・県境を越える

広域避難調整方針」を策定しました。

今後、具体的な検討を行っていくためには、まず、関係市町村の避難計画の策

定等、各県での整理が必要であることから、各県での取組が中心となります。本

連絡会議では、各県市の取組状況について情報共有を行い、県境を越える場合の

広域避難のシミュレーション等も行いながら検討していきます。
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4 広域防災拠点施設（北勢拠点）の整備

大規模で広域的災害が発生した場合に、災害応急対策活動を迅速かつ的確に実施

するため、広域的な活動拠点を平常時から確保しておく必要があります。

県では「三重県広域防災拠点施設基本構想Jに基づき、県内の5つのエリアごと

に、順次、広域防災拠点の整備を進めており、平成 26年度から北勢広域防災拠点

の整備に着手しています。

( 1 ）場所 四日市市中村町地内（東名阪道四日市東インターチェンジ周辺）

( 2）菌積 約23,500rrl 

( 3 ）役割

北勢地域は大規模災害時における広域応援部隊や救援物資輸送の三重県へ

の玄関口という地理的特性を有していることから、北勢拠点には次のような役

割が期待されています。

－北勢地域での役割・…ー北勢地域における輸送、物資保管・集配、活動等の拠

点

・全県を統括する役割－－県外の広域応援部隊や救援物資等の受入・調整及び他

の広域防災拠点の後方支援

(4）今後の予定

－平成 26年度：測量・調査・設計

・平成 27年度：造成工事、備蓄倉庫・無線設備の設計、地質調査

・平成 28～29年度．土木構造物工事、舗装工事、備蓄倉庫工事、無線設備工事、

資機材整備

［平成 27年度事業費） 392,812千円

48 



町

（広域防災拠点の位置づけ）

｜全国からの応援部隊 ・救援物資等｜

北勢拠点・伊賀拠点

49 



5 防災ヘリコプターの更新

機体の老朽化に加え、今後、多額の点検整備費用が見込まれることから、平成27

年度に債務負担により契約発設を行い、平成28年度末までに吏新します。

機体更新を行うにあたっては、ホパリング能力を考えると小型のヘリコプターで

は安全に救助活動を行うことが厳しいことから、中型機を機体更新の候補とします。

併せて、総務省消防庁が所管する緊急消防援助隊で活動するための装備である動

態システム等の整備を行い、防災ヘリコプターの機能強化を図ります。

( 1 ）事業費

・機体本体 2,445,476千fij （平成27年度～平成28年度債務負担）

( 2 ）今後の予定

・平成 27年度 入札、発注契約

ヘリコプターテレビ電送システム整備の設計

・平成28年度 機体納入、試験飛行、資機材等購入

－平成29年度 新機体供用開始
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1 1 危機管理の推進について

1 三重県危機管理方針等について

本県では、「三重県危機管理方針J、「三重県危機管理計画」及び「三重来危機管

理実施要領」を作成し、「知る」、「備える」、「行動する」をキーワードとして、全

庁的に危機管理に取り組んでいます。

( 1 ）三重県危機管理方針

県の危機管理推進の基本的な方針をまとめたもので、全職員が危機管理に取り

組む共通認識どするものです。

( 2）三重県危機管理計画

危機管理体制の構築、危機発生時の対応、未然防止対策等の危機管理に係る基

本的な取組をまとめたものです。

( 3）三重県危機管理実施要領

危機管理を実施する際の各取組の具体的な内容やサポートツール等をまとめた

もので、職員の行動手引書となるものです。

2 危機管理体制について

平成24年度に全庁的な視点で危機を察知し、災害や危機の発生時に各部局を横断

して強い指揮権限を持つ「危機管理統括監Jを、平成 25年度には地域における防災・

危機管理機能を強化するため、「危機管理地域統括監jを設置し、県全体の危機管理

体制の強化を図っています。

また、防災対策部においては、危機管理統括監の統括の下、各部局等の危機管理

に対する助言、調整等を行うとともに、部局への危機管理責任者の配置、危機管理

を推進するための連絡調整機関である「危機管理責任者会議」の設置などにより、

全庁的な危機管理を推進する体制を構築しています。

3 主な取紹

( 1 ）危機・リスク情報の早期把握と対応

各部局等において、危機・リスク情報（県民生活に好ましくない影響を及ぼす

事態や県の組織運営において県民の信頼を損なう事態の発生につながる恐れが

ある情報）を認知した場合には、危機管理統括監まで報告を迅速に行うよう求め

ており、その上で必要に応じ知事まで速報するとともに、各部局等に対して、そ

の処理対応について助言、調整等を行っています。

( 2）発生した危機事案の原因分析と再発防止措置の実施

木県において危機が発生した場合には、危機発生の原因（人的要因、システム

的な要因）や背景にある問題点を分析し、再発防止のために必要な措置を講じて

います。
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( 3）リスク情報等の活用

職員向けの庁内ホームページに危機管理に関する情報等を掲載することによ

り全庁への情報共有を行い、危機発生の防止を図っています。

また、新聞等で報道された、他の自治体等の危機事例の情報を迅速に全庁に情

報共有するため、「危機管理リアルタイムメールJを配信しています。

( 4）危機管理の取組状況のモニタリング

各部局等における危機管理の取組状況を、防災対策部においてモニタリングし、

その取組改善を支援しています。

( 5）研修・訓練

ア 新任所属長、新任班長を対象とする危機管理研修の実施

イ 危機管理推進者、次長級職員を対象とした専門的な研修の実施

ウ 県職員及び市町職員を対象とした危機管理セミナーの実施

エ 課長等（木庁の課長及び地域機関の室長等）が課室員に対し対話形式による

研修を実施

オ個別の危機管理マニュアルに基づく危機対応訓練や、危機管理連絡網に基づ

く情報伝達訓練の実施

4 今後の対応方針

引き続き、職員の危機管理意識の浸透や危機への対応力の向上に向け、研修・訓

練を実施します。

また、各部局の危機管理責任者等と連携を密にし、危機発生時により迅速かつ的

確な対応を行うよう努めます。
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1 2 国民保護の推進について

1 匿における関係法令等の整備について

平成 15年 6月に「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国

民の安全の確保に関する法律」（事態対処法）が制定され、この事態対処法の成立

を受け、平成 16年 6月に「武力攻撃事態等における由民の保護のための措置に関

する法律」（国民保護法）が制定されました。

また、平成 17年 3月に国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針と

して、「毘民の保護に関する基本指針J（基本指針）が閣議決定され、県が国民保護

計｜闘を作成する際の基準となるべき事項を定めた「都道府県国民保護モテャル計画」

が公表されました。

2 県・市町等のこれまでの取組

これを受け、県においては、平成 18年 3月に三重県国民保護計画を作成し、同

計画に基づく国民保護訓練を実施するなど、国民保護に関する各種取組を進めてい

ます。

( 1 ）県の体制整備

－平成 17年 3丹、「三重県国民保護協議会条例」、「三重県国民保護対策本部及び

三重県緊急対処事態対策本部条例j、「災害派遣手当の支給に関する条例の一部

を改正する条例」の公布、施行

・平成 17年4月、三重県@11民保護協議会の設置

( 2）県国民保護計画及び市町由民保護計画等の作成

－平成 18年 3月、県国民保護計画の作成

・平成 19年 3月末までに、全 29市町が国民保護計画を、 8指定地方公共機関＊

が国民保護業務計画をそれぞれ作成

・平成 26年 4月に、三重県歯科医師会が国民保護業務計画を作成し、指定地方

公共機関に指定

本指定地方公共機関

4 般社同法人三重県エルビーガス協会、伊勢湾フェリー株式会社、三岐鉄道株式会社、

公益社団法人三重県パス協会、一般社開法人三重県トラック協会、

公主主社団法人三重県医師会、三議テレビ般送株式会社、三重エフエム放送株式会社、

公益社団法人三重県歯科医師会（26年4月指定）

( 3）県国民保護対策本部活動要領等の作成

－平成 20年 3月、県国民保護対策本部等活動要領の作成（武力攻撃事態等及び

緊急対処事態における県国民保護対策本部の活動についての必要事項を規定）

・平成 22年度には、全ての地方部において県国民保護対策本部等地方部活動要

領を作成

・平成 22年 3月、「三重県国民保護対策本部及び三重県緊急対処事態対策本部事

務局活動マニュアル」の作成（武力攻撃事態等及び緊急対処事態における、国

民保護措置を実施するに当たっての異体的な行動内容や手続きについて整理）
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( 4）県国民保護訓練の実施

緊急対処事態発生時における初動措賓の確認、緊急対処事態対策本部における

業務の確認、関係機関相互の連携強化を主な目的として、県国民保護計画に基づ

く訓練を実施しています。

平成27年度は国との共同図上訓練を実施する予定です。

ジェイ アラート

( 5) Jー ALERT＊の整備

住民に緊急情報を伝達するための有効な手段である J-ALERTについて

は、平成 22年度末までに受信機が、平成25年度末までに自動起動装置が、県内

全ての市町に整備されています。

また、 J ALER Tの全国ゐ斉情報伝達訓練（年 l回）の実施等により、市

町の対応力の向一とを支援しています。
ネJ-ALERT （全国瞬時警報システム）

津波警報や緊急地震速報、弾道ミサイル情報といった対処に時間的余裕のない事態に関する

情報を、人工衛星を用いて国から送信し、市区町村の防災行政無線等を自動起動することによ

り、国から住民まで緊急情報を続時に伝達するシステム

( 6）市町避難実施要領のパターンの作成支援

住民の避難措置の際、市町毎の主要な避難の経路、避難のための交通手段その

他避難の方法を示すため、各市町は避難実施要領のパターンをあらかじめ作成し

ておく必要があります。このため、県が作成した「国民保護計画に係る三重県避

難要領Jや「市町避難実施要領の手引きJを市町に提供するなど、パターン作成

に向けた支援を行い、平成 24年度末までに、県内全ての市町において避難実施

要領のパターンの作成が完了しています。

3 今後の予定

訓練の積み重ねにより、対処能力の更なる研鑓に努めていく必要があることから

引き続き、国民保護に関する訓練を実施するとともに、三重県民i民保護計画、国民

保護対策本部活動要領等の必要な見直しを進めます。
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